
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護ステーション さつき館 

                                                  電話番号：０５９４－７２－２６３１ 

                                                                  管理者：清水珠美 

 



 

訪問看護では、医師の指示により看護師・作業療法士・精神保健福祉士が、 

定期的に自宅にお伺いし、安心して地域で生活を送って頂ける様にサポート 

します。 

 

※車両に訪問看護の名前は書いてありません。 

※職員は私服でお伺いいたします。 

       

 

 

 

                                                     

                                                     

 

                                                     

                                                                                      

                                                         

 

                                                       

                                                       

                                                     

薬を飲み忘れることがある 

役場から届いた書類の              

書き方が分からない 

日中に通える場所を 

知りたい 

相手に自分の気持ち

を伝えることが苦手 

身体を動かす機会

を作りたい 

困っていること・不安に思

うことを聞いてほしい 

 

きいてを聞いてほしい 

Ｑ：訪問の時間はどれくらいですか？ 

Ａ：訪問時間は 30 分程度です。曜日や時間の希望を教えて頂き予約を 

入れさせて頂きます。 

Ｑ：家族も一緒に居た方がいいですか？ 

Ａ：ご家族が一緒でも、ご本人だけでもかまいません。 

  電話での相談もご利用頂けます。 

Ｑ：利用するにはどうしたらいいですか？ 

Ａ：主治医・看護師・相談員などに相談頂くか、直接「訪問看護ステーション 

さつき館」 （0594－７２－２６３１    担当者：清水珠美）へ 

お問い合わせ下さい。 

Q：利用料金はいくらかかりますか？ 

A：利用される前に公費医療負担（自立支援医療費）の申請をして頂くと、

診察・薬・デイケア利用と同じ 1 割になり、自己負担上限額の範囲以内で

ご利用いただけます。 

ご ご家族様の相談にも対応させて頂きます 

 



訪問看護ス テーショ ンさ つき 館  

指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業運営規程 

 

（ 事業の目的) 

第１ 条 医療法人北勢会(以下「 本事業者」 と いう )が設置する 訪問看護ス テーショ ンさ つき  

館（ 以下「 本事業所」 と いう ） において実施する 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の

適正な運営を確保する ために必要な人員及び運営管理に関する 事項を定め、 指定訪問看護

及び指定介護予防訪問看護の円滑な運営管理を図る と と も に、 利用者の意思及び人格を尊

重し 、 利用者の立場に立った適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供を確保

する こ と を目的と する 。  

（ 運営の方針) 

第２ 条 本事業所が実施する 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護は、利用者が要介護・

要支援状態等と なった場合においても 、可能な限り その居宅において、その有する 能力に応

じ 、 自立し た日常生活を営むこ と ができ る よ う に配慮し て、その療養生活を支援し 、心身機

能の維持回復を図る も のと する 。  

２ ． 利用者の要介護状態の軽減若し く は悪化の防止又は要介護状態と なる こ と の予防に資

する よ う 、 療養上の目標を設定し 、 計画的に行う も のと する 。  

３ ．利用者の意思及び人権を尊重し 、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める も

のと する 。  

４ ．指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する 市町村、

居宅介護支援事業者、 保健医療サービ ス 及び福祉サービス を提供する も のと の連携に

努める も のと する 。  

５ ．指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供の終了に際し ては、利用者又はその家族

に対し て適切な指導を行う と と も に、 主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を

行う も のと する 。  

６ ． 前５ 項のほか、「 指定居宅サービス 等の事業の人員、 設備及び運営に関する 基準」（ 平成

１ １ 年厚生省令第３ ７ 号） に定める 内容を遵守し 、 事業を実施する も のと する 。  

（ 事業所の名称等) 

第３ 条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業を行う 事業所の名称およ び所在地 

は、 次のと おり と する 。  

（ １ ）  名称  訪問看護ス テーショ ン さ つき 館 

（ ２ ）  所在地 三重県いなべ市北勢町麻生田３ ４ ５ ３ 番地３  

（ 従業者の職種、 員数及び職務の内容) 

第４ 条 本事業所における 従業者の職種、 員数及び職務の内容は次のと おり と する 。  

（ １ ） 管理者:看護師１ 名(常勤職員) 

管理者は、 主治医の指示に基づき 適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の

実施に関し 、 本事業所の従業者に対し 遵守すべき 事項についての指揮命令を行う 。  

（ ２ ） 看護職員： 保健師、 看護師又は准看護師 

※常勤換算 ２ ． ５ 名以上（ 内１ 名は常勤と する 。）  

看護職員は主治医の指示書と 居宅介護サービス 計画(以下「 ケアプラ ン」 と いう )に沿

って訪問看護計画書を作成し 、 当該計画に基づき 指定訪問看護及び指定介護予防訪

問看護を提供し 、 実施事項等を訪問看護報告書と し て作成する 。  

（ ３ ） リ ハビリ テーショ ン職員： 作業療法士 適当数 

   リ ハビリ テーショ ン職員は訪問看護の範疇でサービス を提供する 。  

 



（ 営業日およ び営業時間) 

第５ 条 事業所の営業日およ び営業時間は、 次のと おり と する 。  

（ １ ）営業日： 月曜日から 日曜日ま でと する 。ただし 、１ 月１ 日から １ 月３ 日までを除く 。  

（ ２ ） 営業時間： 午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時ま でと する 。  

（ ３ ） サービス 提供時間： 午前９ 時０ ０ 分から 午後５ 時ま でと する 。  

（ ４ ） 連絡体制など： ２ ４ 時間常時電話等によ る 連絡・ 相談等が可能な体制と し 、 必要に

応じ た適切な対応ができ る 体制と する 。  

（ 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容) 

第６ 条 本事業所で行う 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護は利用者の心身の機能の 

維持回復を図る よ う 妥当適切に行う こ と を目的と し て、 次に掲げる 事業を行う 。  

（ １ ） 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、提供利用者の希望、主治

医の指示書及びケアプラ ン、 心身の状況を踏ま えて、 療養上の目標、 当該目標を達成

する 為の具体的なサービス 内容を記載し 、 利用者に提供する 。  

（ ２ ） 訪問看護計画書に基づく 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 

（ ３ ） 訪問看護報告書の作成 

（ ４ ） 主治医等関係者への情報提供 

（ 利用料等) 

第７ 条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供し た場合の利用料の額は、「 指定 

在宅サービス に要する 費用の額の算定に関する 基準」（ 平成１ ２ 年２ 月１ ０ 日厚生省告示 

第１ ９ 号） によ る も のと し 、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法廷代理受領サ 

ービスである と き は、 その額の法令等で定めら れた負担割合と する 。  

２ ． 次条に定める 通常の事業の実施地域を越えて行う 事業に要する 交通費は、 その実費を

徴収する 。 なお、 自動車の交通費は、 次の額と する 。  

（ １ ） 通常の事業の実施地域を越えた地点から １ キロ メ ート ルあたり ３ ０ 円 

３ ． 前２ 項の利用料等の支払いを受けたと き は、 利用者又はその家族に対し 、 利用料と そ

の他の利用料(個別の費用ごと に区分)について記載し た領収書を交付する 。  

４ ． 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し 、 あら かじ め、 利用者又

はその家族に対し 、 利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し 事前に文書で

説明し た上で、 支払いに同意する 旨の文書に署名(記名押印)を受ける こ と と する 。  

（ 通常の事業の実施地域) 

第８ 条 通常の指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の実施地域はいなべ市と する 。  

（ 緊急時等における 対応方法) 

第９ 条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の実施中に利用者に病状の急変、 その他 

緊急事態が生じ たと き は、必要に応じ て臨機応変の手当てを行う と と も に、速やかに主治医 

に連絡し 指示を求める 等の必要な措置を講じ る と と も に管理者に報告する 。 主治医への連 

絡が困難な場合は、 緊急搬送等の必要な措置を講じ る も のと する 。  

２ ． 利用者に対する 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供によ り 事故が発生し  

た場合は、市町村、当該利用者の家族、 当該利用者にかかる 居宅介護支援事業者等に 

違絡する と と も に、 必要な措置を講じ る も のと する 。  

３ ． 利用者に対する 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供によ り 賠償すべき 事 

故が発生し た場合には、 損害賠償を速やかに行う も のと する 。  

（ 衛生管理等) 

第１ ０ 条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行う と と も に、 事業所の設備及び 

備品等の衛生的な管理に努める も のと する 。  

（ 苦情処理) 



第１ １ 条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に係る 利用者から の苦情に迅速 

かつ適切に対応する ために、 必要な措置を講じ る も のと する 。  

２ ． 本事業所は、 提供し た指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に関し 、 法第 23 条の 

規定によ り 市町村が行う 文書その他の物件の提出若し く は提示の求め又は当該市町 

村の職員から の質問若し く は照会に応じ 、 及び市町村が行う 調査に協力する と と も  

に、市町村から 指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善 

を行う も のと する 。  

３ ．本事業所は、提供し た指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に係る 利用者から の苦 

情に関し て国民健康保険団体連合会の調査に協力する と と も に、 国民健康保険団体 

連合会から 指導又は助言を受けた場合は、 当該指導又は助言に従って必要な改善を  

行う も のと する 。  

（ 個人情報の保護）   

第１ ２ 条 利用者又はその家族の個人情報について「 個人情報の保護に関する 法律」 及び厚

生労働省が 作成し た「 医療・ 介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガ

イ ダンス 」 を遵守し  適切な取扱いに努める も のと する 。  

２ ． 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、 事業所での介護サービスの

提供以外の目的 では原則的に利用し ないも のと し 、 外部への情報提供については必

要に応じ て利用者又はその家族の 同意を得る も のと する 。  

（ 従業者の就業環境の確保について）  

第１ ３ 条 事業所は、適切なサービス の提供を確保する 観点から 、職場において行われる 性

的な言動又は優越的な関係を背景と し た言動であって、 業務上必要かつ相当な範囲を超え

たも のによ り 従業者の就業環境が害さ れる こ と を防止する ため以下の措置を講ずる 。  

（ １ ） 事業所はハラ ス メ ント に関する 組織の規程について周知・ 啓発を行う 。  

（ ２ ） 相談等に応じ 適切に対応する ために必要な体制を整備する 。  

（ ３ ） 事業所が、 必要な措置を講じ る にあたっては、「 介護現場における ハラ ス メ ント  

対策マニュ アル（ 厚生労働省）」 等を参考にし て取り 組む。  

２ ．事業所は利用者等から の常識の範囲を超えた要求や言動に対し て、従業者の人権を守

る ため組織的に対応する 。  

（ 業務継続計画の策定等）  

第１ ４ 条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する サービスの提供

を継続的に実施する ための、 及び非常時の体制で早期の業務再開を図る ための計画（ 以下

「 業務継続計画」 と いう 。） を策定し 、 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる 。  

２ ． 事業所は、 従業者に対し 業務継続計画について周知する と と も に、必要な研修及び訓

練を年１ 回以上実施する 。  

３ ． 事業所は、 定期的に業務継続計画の見直し を行い、必要に応じ て業務継続計画の変更

を行う 。  

（ 感染症の予防及びま ん延の防止のための措置）  

第１ ５ 条  事業所は、 当事業所において感染症が発生し 、 又はま ん延し ないよ う に、 次の

各号に掲げる 措置を講ずる 。  

（ １ ） 事業所における 感染症の予防及びま ん延の防止のための対策を検討する 委員 

（ テレビ電話装置等を活用し て行う こ と ができ る も のと する ） をおおむね６ か月に 

１ 回開催する と と も に、 その結果について従業者に周知徹底を図る 。  

（ ２ ） 事業所における 感染症の予防及びま ん延の防止のための指針を整備する 。  

（ ３ ） 事業所において、 従業者に対し 、 感染症の予防及びま ん延の防止のための研修並び

に感染症の予防及びま ん延の防止のための訓練を年１ 回以上実施す 



（ 虐待の防止のための措置に関する 事項）  

第１ ６ 条 事業所は、 虐待の発生又はその再発を防止する ため、 以下の措置を講じ る 。  

（ １ ）  虐待の防止のための対策を検討する 委員会（ テレ ビ電話装置等の活用可能） を  

年１ 回以上開催する と と も に、 その結果について従業者に十分に周知する 。  

（ ２ ） 虐待の防止のための指針を整備する 。  

（ ３ ） 従業者に対し 、 虐待の防止のための研修を年１ 回以上実施する 。  

（ ４ ） 前三号に掲げる 措置を適切に実施する ための担当者を置く 。  

（ ５ ） 身体的拘束について、 利用者ま たは他の利用者等の生命又は身体を保護する ため 

緊急やむをえない場合を除き 、 それを行ってはなら ない。 身体的拘束等を行う 場合

は、 その理由、 状況に関し て記録する 。  

 

（ その他運営に関する 留意事項) 

第１ ７ 条 本事業所は、 従事者の資質向上のために研修の機会を次のと おり 設ける も のと  

（ １ ） 採用時研修： 採用後１ ヵ 月以内 

（ ２ ） 継続研修： 年６ 回 

２ ． 従業者は、 業務上知り 得た利用者又はその家族の秘密を保持する 。  

３ ． 従業者であった者に、 業務上知り 得た利用者又はその家族の秘密を保持さ せる ため、  

従業者でなく なった後においても こ れら の秘密を保持する べき 旨を、 従業者と の雇用 

契約の内容と する 。  

４ ． 本事業所の従業者に、 その同居の家族である 利用者に対する 指定訪問看護及び指定 

介護予防訪問看護の提供をさ せないも のと する 。  

 ５ ． 本事業所は、 訪問看護に関する 記録を整備し 、 その完結の日から ２ 年間保存する  

も のと する 。  

 ６ ． こ の規程に定める 事項の外、 運営に関する 事項は本事業者と 本事業所の管理者と の

協議に基づいて定める も のと する 。  

 

 

附則 

こ の規程は平成２ ６ 年４ 月２ ７ 日から 施行する 。  

こ の規程は平成２ ８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  （ 看護職員、 作業療法士人数変更）  

こ の規程は平成２ ９ 年４ 月１ 日から 施行する 。  （ 看護職員人数変更）  

こ の規程は令和１ 年１ １ 月２ ７ 日から 施行する 。  

こ の規程は令和４ 年７ 月１ 日から 施行する 。   （ 業務継続計画策定、 感染症及びま  

ん延防止のための措置）  

こ の規程は令和５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  （ 虐待防止のための措置）   

こ の規程は令和６ 年４ 月２ ７ 日から 施行する 。       （ 虐待防止・ 個人情報・ 業務継続計画

を追加、 従業者の員数変更）  



訪問看護医療 DX 情報活用について 

訪問看護ス テーショ ンさ つき 館では、 マイ ナンバーカード を用いたオンラ イ ン 

資格確認を 行う 体制を 整え、 得ら れた情報を 活用さ せて頂いており ま す。  

 

① ご利用者様の同意のも と 、 訪問看護職員が居宅同意取得型のオンラ イ ン 

資格確認等のシス テムを 用いて対応致し ま す。  

② 診療情報や薬剤情報などの得ら れた情報を 活用し 、 質の高い訪問看護を

提供でき る よ う 対応致し ま す。  

 

 

 


